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医療について  
 
重度心身障がい者医療費助成              市民課医療年金係 
 
身体障害者手帳１～２級（内部障がい３級を含む）、療育手帳の A 判定の交付を受け

ている方、または重度の知的障がい者と診断された方の入院・通院医療費及び精神障

害者保健福祉手帳１級の交付を受けている方の通院医療費のそれぞれ自己負担分を

助成します。（世帯の課税状況に応じて助成内容が異なります。） 
※受給対象となる方の主たる生計維持者に所得制限があります。 
 

◇申請に必要なもの  
①身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳 

②健康保険証 ③個人番号（マイナンバー）がわかるもの（転入者や、主たる生

計維持者が市外在住の場合） 

 
後期高齢者医療制度                   市民課医療年金係 
 
65 歳から７４歳で一定の障がい※がある方のうち、申請により北海道後期高齢者医

療広域連合の認定を受けた方は、後期高齢者医療制度に加入することができます。加

入した場合の医療費の負担は原則 1 割負担ですが、一定以上の所得がある方は２割

(令和 4 年 10 月 1 日施行)または 3 割負担となります。 
※一定の障がいとは 

身体障害者手帳 1～3 級及び 4 級の一部の方、精神障害者保健福祉手帳 1～2 級の方 

療育手帳 A(重度)の方、国民年金法による障害基礎(厚生・共済)年金 1～2 級を受給されてい

る方、または 労働者災害補償保険法などによる障害年金 1～4 級を受給されている方  
 

◇申請に必要なもの 
①身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳 

②健康保険証 ③本人名義の預金通帳 

④個人番号（マイナンバー）がわかるもの  

 
自立支援医療（更生医療）の給付          地域福祉課地域福祉係 
   
更生医療は、身体障害者手帳の交付を受けている１８歳以上の方が日常生活、職業生

活などを営む上で必要な能力を獲得するため、身体の機能障がいを軽減または改善す

るための医療で、指定医療機関で受ける医療の一部を支給します。支給を受けるため

には支給認定を受けなければなりません。 
 

◇支給認定に必要なもの 
  ①自立支援医療（更生医療）支給認定申請書 

②被保険者証等（国民健康保険被保険者証など世帯分） 
③市町村民税課税証明書 
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・生活保護受給中の場合～直近の保護決定書又は生活保護受給証明書 
・国民健康保険加入の場合～世帯全員の市町村民税課税証明書 
・健康保険加入の場合～被保険者の市町村民税課税証明書 
・その他、上記以外で市町村民税課税状況が確認できるもの 

  ④本人の次の収入がわかる書類（③で市町村民税非課税の場合） 
   ・所得証明（合計所得金額がわかるもの） 
   ・年金収入（老齢・障害・遺族）等～振込通知書の写し 
   ・特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当等～手当証書、振込通

知書の写し等 
  ⑤自立支援医療（更生医療）意見書 

⑥特定疾病療養受療証（人工透析の場合のみ） 
⑦医療保険の高額療養費で多数該当を証明できる書類（市町村民税課税の場合） 
⑧身体障害者手帳 
⑨個人番号（マイナンバー）のわかるもの 

 
※自立支援医療受給者証に記載されている事項に変更がある場合は届出または変更

申請が必要になります。 
 
 
自立支援医療（育成医療）の給付        こども未来課こども未来係  

（子育て支援センター内） 
 

１８歳未満の身体に障がいのある児童を対象に、手術などにより生活能力を回復する

ために必要な医療の一部を支給します。支給を受けるためには支給認定を受けなけれ

ばなりません。 
 

◇支給認定に必要なもの 
 ①自立支援医療（育成医療）支給認定申請書 

②被保険者証等（国民健康保険被保険者証など世帯分） 
③市町村民税課税証明書 

・生活保護受給中の場合～直近の保護決定書又は生活保護受給証明書 
・国民健康保険加入の場合～世帯全員の市町村民税課税証明書 
・健康保険加入の場合～被保険者の市町村民税課税証明書 
・その他、上記以外で市町村民税課税状況が確認できるもの 
※市町村民税非課税世帯は、保護者の収入状況が確認できるもの 

  ④自立支援医療（育成医療）意見書 
⑤特定疾病療養受療証（人工透析の場合のみ） 
⑥医療保険の高額療養費で多数該当を証明できる書類（市町村民税課税の場合） 
⑦個人番号（マイナンバー）のわかるもの 

 
※自立支援医療受給者証に記載されている事項に変更がある場合は届出または変更

申請が必要になります。 
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自立支援医療（精神通院）の給付           地域福祉課地域福祉係 
 
精神疾患で通院している方の医療の一部を支給します。支給を受けるためには支給認

定を受けなければなりません。有効期間は１年間で、有効期限の３か月前から継続支

給認定の手続ができます。なお、精神障害者保健福祉手帳を交付されている場合は、

更新の手続を同時に行えるよう、手帳の有効期限に合わせることもできます。 
 

◇支給認定に必要なもの 
  ①自立支援医療（精神通院）支給認定申請書 

②被保険者証等（国民健康保険被保険者証など世帯分） 
③市町村民税課税証明書 

・生活保護受給中の場合～直近の保護決定書又は生活保護受給証明書 
・国民健康保険加入の場合～世帯全員の市町村民税課税証明書 
・健康保険加入の場合～被保険者の市町村民税課税証明書 
・その他、上記以外で市町村民税課税状況が確認できるもの 

  ④本人の次の収入がわかる書類（③で市町村民税非課税の場合） 
   ・所得証明（合計所得金額がわかるもの） 
   ・年金収入（老齢・障害・遺族）等～振込通知書の写し 
   ・特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当等～手当証書、振込通

知書の写し等 
  ⑤自立支援医療（精神通院医療）診断書 

（精神保健福祉手帳と同時申請の場合は、１枚の診断書で併用できます。） 
⑥医療保険の高額療養費で多数該当を証明できる書類 

（市町村民税課税の場合） 
⑦個人番号（マイナンバー）のわかるもの 

 
※自立支援医療受給者証に記載されている事項に変更がある場合は届出または変更

申請が必要になります。 
 
 
 
受診者の費用負担は「原則医療費の１割負担」ですが、負担軽減のため「世帯」の課税状況や本人の

収入によってさらに月額上限額が決められています。また、市町村民税（所得割額）２３万５千円以

上の「世帯」に属する方については「重度かつ継続」に該当しなければ制度の対象外となります。ま

た、入院時食事療養費は対象外となります。 
 
＊「世帯」～同一の医療保険に加入している家族（特例あり） 
 
＊「重度かつ継続」の対象範囲～ 

①疾病等・・・腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害 
       統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症などの脳機能障害、 
       薬物関連障害（依存症等） 
②医療保険の高額医療で多数該当者～過去１年間に高額療養制度を４回以上受けた方 


